
都 民 の 健 康 と 安 全 を 確 保 す る 環 境 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 東 京 都 規 則 第 三 十 四 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  

目 次 （ 現 行 の と お り ）  目 次 （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 六 十 三 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 六 十 三 条 ま で （ 略 ）  

( 小 型 の 船 舶 か ら 排 出 さ れ る し 尿 の 適 正 処 理 ) ( 小 型 の 船 舶 か ら 排 出 さ れ る し 尿 の 適 正 処 理 ) 

第 六 十 四 条 条 例 第 百 二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 水 域 は 、

別 表 第 十 七 の 二 に 掲 げ る 直 線 及 び 陸 岸 に よ っ て 囲 ま れ た 水 域 と す る 。 

第 六 十 四 条 条 例 第 百 二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 水 域 は 、

東 京 都 立 お 台 場 海 浜 公 園 に 属 す る 水 域 と す る 。  

２ 知 事 は 、 前 項 の 水 域 を 表 示 し た 図 面 を 、 環 境 局 に 備 え 置 き 、 別 に 定

め る 日 時 及 び 場 所 に お い て 、 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

 

３ 条 例 第 百 二 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 装 置 は 、 次 に 掲 げ

る 装 置 と す る 。  

２ 条 例 第 百 二 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 装 置 は 、 次 に 掲 げ

る 装 置 と す る 。  

一 か ら 三 ま で （ 現 行 の と お り ）  一 か ら 三 ま で （ 略 ）  

第 六 十 五 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 六 十 五 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 略 ）  

別 表 第 一 か ら 別 表 第 十 七 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 一 か ら 別 表 第 十 七 ま で （ 略 ）  

別 表 第 十 七 の 二 小 型 の 船 舶 か ら 排 出 さ れ る し 尿 の 適 正 処 理 を 要 す る 水

域 に 係 る 直 線 （ 第 六 十 四 条 関 係 ）  

 

項  水 域 に 係 る 直 線  

一  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 江 東 区 新 砂 三 丁 目 三 千 六 番 内 の 地 点  

ロ 江 東 区 夢 の 島 三 丁 目 三 番 二 十 九 内 の 地 点  

二  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 江 東 区 新 木 場 四 丁 目 十 五 番 内 の 地 点  

ロ 江 東 区 若 洲 三 丁 目 三 十 五 番 内 の 地 点  

三  東 京 東 防 波 堤 の 北 西 側 の 直 線  

四  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 東 京 東 防 波 堤 灯 台  

ロ 東 京 中 央 防 波 堤 東 灯 台  

五  東 京 中 央 防 波 堤 の 北 西 側 の 直 線  

 



六  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 東 京 中 央 防 波 堤 西 灯 台  

ロ 東 京 西 防 波 堤 灯 台  

七  東 京 西 防 波 堤 の 北 西 側 の 直 線  
八  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 大 田 区 城 南 島 四 丁 目 十 四 番 内 の 地 点  

ロ 大 田 区 羽 田 空 港 三 丁 目 一 番 内 の 地 点  

九  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  
イ ロ か ら 北 東 に 進 ん だ 線 と 陸 岸 と の 交 点  

ロ 大 田 区 羽 田 旭 町 十 番 一 内 の 地 点  

十  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 大 田 区 羽 田 旭 町 十 番 一 内 の 地 点  

ロ 大 田 区 東 糀 谷 六 丁 目 二 十 三 番 二 内 の 地 点  

十 一  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 大 田 区 東 糀 谷 六 丁 目 二 十 二 番 二 十 六 内 の 地 点  

ロ 大 田 区 東 糀 谷 六 丁 目 三 千 百 七 十 番 四 内 の 地 点  

十 二  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 大 田 区 東 糀 谷 六 丁 目 千 三 百 四 十 七 番 四 十 二 内 の 地 点  

ロ 大 田 区 大 森 南 五 丁 目 六 千 五 十 八 番 十 五 内 の 地 点  

十 三  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 大 田 区 大 森 南 四 丁 目 二 十 一 番 二 内 の 地 点  

ロ 大 田 区 大 森 東 五 丁 目 六 千 五 百 四 十 一 番 二 内 の 地 点  

十 四  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 大 田 区 大 森 東 五 丁 目 六 千 三 百 三 十 六 番 内 の 地 点  

ロ 大 田 区 大 森 東 三 丁 目 五 千 百 五 十 四 番 一 内 の 地 点  

十 五  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 大 田 区 大 森 東 一 丁 目 六 千 四 百 九 十 三 番 一 内 の 地 点  

ロ 大 田 区 大 森 東 一 丁 目 二 百 七 十 三 番 二 十 四 内 の 地 点  

十 六  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 品 川 区 勝 島 三 丁 目 一 番 内 の 地 点  

ロ 品 川 区 東 大 井 二 丁 目 八 番 一 内 の 地 点  

十 七  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 品 川 区 東 品 川 三 丁 目 四 番 六 内 の 地 点  

ロ 品 川 区 東 品 川 一 丁 目 二 百 九 十 九 番 三 内 の 地 点  

十 八  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 港 区 芝 浦 一 丁 目 一 番 二 十 三 内 の 地 点  



ロ 港 区 海 岸 一 丁 目 十 七 番 三 内 の 地 点  

十 九  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 港 区 海 岸 一 丁 目 三 十 二 番 一 内 の 地 点  

ロ 中 央 区 浜 離 宮 庭 園 一 番 内 の 地 点  
二 十  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 中 央 区 浜 離 宮 庭 園 一 番 内 の 地 点  

ロ 中 央 区 築 地 五 丁 目 三 番 内 の 地 点  

二 十 一  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  
イ 中 央 区 築 地 五 丁 目 三 番 内 の 地 点  

ロ 中 央 区 勝 ど き 三 丁 目 千 四 百 九 番 二 内 の 地 点  

二 十 二  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 中 央 区 勝 ど き 二 丁 目 二 百 六 番 内 の 地 点  

ロ 中 央 区 月 島 四 丁 目 二 千 一 番 内 の 地 点  

二 十 三  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 中 央 区 佃 三 丁 目 二 百 十 九 番 二 内 の 地 点  

ロ 江 東 区 越 中 島 二 丁 目 二 番 一 内 の 地 点  

二 十 四  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 江 東 区 越 中 島 三 丁 目 五 番 七 内 の 地 点  

ロ 江 東 区 古 石 場 三 丁 目 二 番 五 内 の 地 点  

二 十 五  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 江 東 区 古 石 場 三 丁 目 二 番 四 内 の 地 点  

ロ 江 東 区 木 場 一 丁 目 十 八 番 二 内 の 地 点  

二 十 六  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 江 東 区 木 場 六 丁 目 四 十 一 番 四 内 の 地 点  

ロ 江 東 区 東 陽 一 丁 目 十 八 番 三 内 の 地 点  

二 十 七  次 の イ 及 び ロ の 地 点 を 結 ん だ 直 線  

イ 江 東 区 新 砂 二 丁 目 六 百 二 十 五 番 八 十 内 の 地 点  

ロ 江 東 区 新 砂 三 丁 目 二 千 四 百 八 十 一 番 四 内 の 地 点  

備 考 こ の 表 に 掲 げ る 地 点 に 係 る 所 在 及 び 地 番 は 、 二 の 項 イ 、 二 十 五

の 項 ロ 、 二 十 六 の 項 及 び 二 十 七 の 項 イ に 規 定 す る 地 点 に あ っ て は

平 成 二 十 二 年 十 一 月 十 七 日 、 八 の 項 に 規 定 す る 地 点 に あ っ て は 同

月 十 八 日 、 そ の 他 の 項 （ 三 の 項 、 五 の 項 及 び 七 の 項 を 除 く 。 ） に 規

定 す る 地 点 に あ っ て は 同 月 十 六 日 に お け る 不 動 産 登 記 法 （ 平 成 十

六 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 十 四 条 第 四 項 に 規 定 す る 地 図 に 準 ず る

図 面 に 記 録 さ れ て い る 内 容 に よ っ て 表 示 さ れ た も の で あ る 。  

別 表 第 十 八 か ら 別 表 第 二 十 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 十 八 か ら 別 表 第 二 十 ま で （ 略 ）  



別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 三 十 九 号 様 式 ま で （ 現 行 の と お り ）  

 

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 三 十 九 号 様 式 ま で （ 略 ）  

 


